
藤
原
広
兼
の
事
跡

現
存
史
料
か
ら
窺
え
る
広
兼
の
事
跡
は
、
天
永
元
(
-
―

1

0
)
年
か
ら
長

承
元
（
―
-
三
二
）
年
ま
で
の
二
十
二
年
間
で
、
「
永
昌
記
」
「
中
右
記
」
の
記

事
及
び
「
菅
家
文
草
』
奥
書
等
に
見
え
る
2

。
管
見
に
入
っ
た
も
の
は
以
下
の

十
五
例
で
、
そ
の
他
三
例
は
本
文
中
で
触
れ
る
が
、
時
代
順
に
関
係
部
分
を
抽

2
 

藤
原
広
兼
進
納

『
菅
家
文
草
』

は
じ
め
に

藤
原
広
兼
（
生
没
年
未
詳
）
は
、
鳥
羽
・
崇
徳
朝
期
十
二
世
紀
初
＼
前
期
に

事
跡
の
認
め
ら
れ
る
文
人
貸
族
で
あ
る
。
そ
の
生
涯
の
内
、
記
録
類
に
留
め
ら

れ
た
の
は
十
数
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
人
物
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
広
兼

が
「
菅
家
文
草
」
十
二
巻
と
「
菅
家
後
集
」
一
巻
合
わ
せ
て
全
十
三
巻
を
瞥
写

し
、
天
承
元
（
―
-
三
一
）
年
に
北
野
天
満
宮
（
当
時
は
北
野
宮
寺
・
北
野

社
・
北
野
聖
廟
）
に
進
納
し
た
か
ら
で
あ
る
。
現
存
す
る
「
菅
家
文
草
」
の
古

写
本
は
す
べ
て
こ
の
広
兼
進
納
本
系
統
で
「
別
系
統
の
異
本
と
い
う
も
の
は
菅

家
文
草
に
は
存
在
し
な
い
」
と
川
口
久
雄
は
述
べ
て
い
る
ー
。
広
兼
の
事
跡
及

ぴ
「
菅
家
文
草
j

「
菅
家
後
集
」
書
写
の
過
程
を
確
認
し
、
奉
納
す
る
際
の
祈

念
か
ら
読
み
取
れ
る
北
野
天
神
信
仰
の
当
代
的
在
り
様
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

出
す
る
（
以
下
、
傍
線
は
引
用
者
）
。

「
永
昌
記
」
天
永
元
(
-
―

I

0
)
年
三
月
十
八
日
条

今
日
可
有
寮
試
、
申
事
由
退
出
、
子
細
在
衷
、
学
生
広
兼
受
、
了
帰
畢
、

已
及
五
更
、

「
永
昌
記
」
同
年
三
月
十
九
日
条

今
日
有
省
試
事
、
…
氏
院
生
徒
一

1

一
人
入
小
屋
国
明
、
因
甜
、
宗
友
、
自
余
生

徒
不
出
帳
門
、
召
返
賦
給
冊
葉
、
即
置
文
台
各
退
出
、
先
是
大
輔
先
出
、

院
衆
独
凝
風
情
忽
成
詩
篇
、
可
謂
七
歩
才
、

「
永
久
三
(
-
ー
一
五
）
年
正
月
文
章
生
歴
名
帳
」

正
六
位
上
藤
原
朝
臣
広
兼
天
永
三
(
-
―
―
二
）
年
十
一
月
二
十
四
日

補、「
大
間
成
文
抄
j

永
久
四
(
-
―
―
六
）
年
正
月
二
十
九
日

加
賀
権
橡
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
広
兼
丸
斜
佃

「
中
右
記
」
元
永
元
(
-
―
―
八
）
年
正
月
十
九
日
条

昨
日
功
過
定
文
也
、
…
外
記
血
測
信
仲
、

「
中
右
記
」
同
年
四
月
二
十
一
日
条

賀
茂
祭
也
、
…
申
一
点
山
城
騎
馬
渡
、
人
数
甚
少
、
次
弁
右
少
弁
師
俊
、
外

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

ー

と
院
政
期
北
野
天
神
信
仰

菅

野

扶

美

(17) 



15 14 13 12 11 10 

，
 

8
 

7
 

記
、
即
甜
、
史
、
皆
六
位
、

「
中
右
記
』
同
年
八
月
七
日
条

釈
奨
也
、
雖
分
配
申
障
了
、
未
出
仕
間
也
、
上
卿
中
納
言
重
、
左
大
弁
長

…
講
師
通
景
、
読
師
外
記
広
兼
明
図
渕
、

「
菅
家
文
草
」
巻
十
三
奥
書
元
永
二
(
-
―
―
九
）
年

元
永
二
年
三
月
二
十
八
日
書
之
少
内
記
藤
（
花
押
）

「
中
右
記
」
同
年
四
月
十
三
日
条

巳
刻
許
依
他
参
政
…
召
内
記
仰
可
進
位
記
之
由
、
少
内
記
広
兼
入
位
記
於

箱
持
来
、

「
中
右
記
」
保
安
元
（
一
ー
ニ

0
)
年
四
月
十
日
条

改
元
勘
文
…
頭
弁
来
仰
云
、
依
御
慎
可
有
改
元
、
以
元
永
三
年
為
保
安
元

年
、
依
天
喜
例
可
作
詔
書
者
、
内
府
召
蔵
人
弁
宜
光
可
作
詔
書
被
仰
下

也
、
則
持
参
詔
書
草
苦
紙
屋
紙
、
召
内
記
令
進
箱
少
内
記
広
兼
召
儲
也
、

「
菅
家
文
草
」
巻
八
奥
書
保
安
五
（
一
ー
ニ
四
）
年

保
安
五
年
二
月
十
八
日
於
燈
下
比
校
散
位

「
菅
家
文
草
」
巻
十
奥
書
保
安
五
年

保
安
五
年
後
二
月
十
一
日
書
之
散
班
藤
広
ー

「
菅
家
文
草
」
巻
十
二
奥
掛
保
安
五
年

保
安
五
年
閏
二
月
二
十
三
日
害
之
散
位
藤
（
花
押
）

「
永
昌
記
j

天
治
元
(
-
ー
ニ
四
）
年
六
月
五
日
条

今
日
第
二
皇
子
誕
育
七
夜
也
、
…
三
献
之
間
勧
学
院
生
徒
参
上
、
…
蔵
人

茂
明
、
為
茂
オ
、
文
章
生
周
光
、
学
生
十
七
人
稽
古
人
無
数
、
予
沙
汰
之
日
、

Itl

剃
公
佐
国
明
宗
友
学
頭
隆
頼
等
済
々
多
士
、
不
＇
恥
工
中
古

I

、

「
菅
家
文
草
j

奥
書
偶
数
巻
及
ぴ
巻
十
三
天
承
元
（
―
-
三
一
）
年

元
承
元
年
八
月
八
日
進
納

事
例
の
最
も
早
い

1
で
は
寮
試
、

2
の
翌
十
九
日
に
は
引
き
続
き
省
試
が
あ

り
、
勧
学
院
か
ら
省
試
に
応
じ
た
中
に
広
兼
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
時
は
及
第

し
な
か
っ
た
が
、

4
で
は
文
章
生
外
国
で
任
官
し
て
い
る
。

天
永
時
の
省
試
か
ら
七
年
後
の

5

「
中
右
記
」
元
永
元
(
-
―
―
八
）
年
正

月
十
九
日
条
の
除
目
で
は
「
外
記
広
兼
」
と
あ
り
、
こ
こ
ま
で
に
官
職
に
つ

け
た
よ
う
だ
。
た
だ
し
7
同
年
八
月
七

H
の
釈
奨
で
は
「
読
師
」
と
し
て
「
外

記
広
兼
」
と
あ
る
が
、
細
字
注
で
「
非
成
業
」
と
あ
り
、
大
学
で
の
正
規
の

課
程
を
ま
だ
終
え
て
い
な
い
事
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が

8
翌
元
永
二
年
三
月
の
「
菅
家
文
草
」
巻
第
十
三
の
奥
書
に
は

「
少
内
記
」
と
あ
り
、

9
同
年
四
月
の
「
中
右
記
』
に
お
い
て
も
「
少
内
記
広

兼
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
半
年
の
間
で
少
内
記
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

内
記
に
つ
い
て
は
小
原
仁
が
、
三
善
為
康
の
初
任
官
、
学
生
正
六
位
上
か
ら
少

内
記
に
任
じ
た
際
、
慶
滋
保
胤
の
「
予
出
有
青
草
之
抱
、
位
雖
卑
職
尚
貴
」

（
「
池
亭
記
」
）
を
引
い
て
「
六
位
の
位
階
は
卑
位
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
に
し

て
も
、
内
記
の
職
は
腺
し
と
す
べ
き
で
あ
る
と
自
負
し
た
官
職
で
あ
る
」
と
説

明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
三
普
為
康
は
こ
の
時
五
十
二
歳
で
あ
っ
た
3
0

こ
の
昇
進
は
文
人
間
で
は
ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
朝
野

群
載
」
巻
第
十
二
「
内
記
」
の
「
学
生
藤
原
有
親
申
文
」
は
、
挙
状
例
と
し
て

掲
げ
ら
れ
た
大
治
三
(
-
―
二
七
）
年
正
月
二
十
一
日
付
の
学
生
正
六
位
上
藤

原
朝
臣
有
親
の
申
文
で
あ
る
が
、
文
中
に
、

右
有
親
謹
検
一
一
案
内
ー
。
携
二
文
学
ー
。
習
↓
一
書
法
一
之
雖
。
内
記
有
レ
槻
之

時
。
被
一
ー
抽
任
一
者
古
今
之
例
也
。
近
則
惟
宗
友
国
。
藤
原
広
兼
等
是
也
。

北
野
廟
院

朝
散
大
夫
藤
広
兼
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と
あ
る
4

。
内
記
に
欠
員
が
あ
る
時
は
抽
任
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
そ

の
例
に
広
兼
の
名
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
人
選
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

9
の
参
政
の
場
、

10
の
改
元
勘
文
の
場
で
も
そ
の
官
名
で

働
い
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
15
天
承
元
（
―
-
三
一
）
年
に
は
「
朝
散
大

夫
」
、
す
な
わ
ち
従
五
位
下
が
極
官
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
「
兵
範
記
』

久
寿
元
（
―
-
五
四
）
年
六
月
二
十
四
日
条
に
及
第
し
た
文
章
生
と
し
て
藤
広

康
の
名
が
見
え
「
故
広
兼
猶
子
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
間
に
亡
く
な
っ
た
こ
と

に
な
る
。「

菅
家
文
草
」
の
書
写

広
兼
の
「
菅
家
文
草
」
背
写
は
、
少
内
記
と
な
っ
た
そ
の
年
か
ら
始
ま
る

が
、
こ
の
時
写
し
た
の
は
「
菅
家
後
集
j

―
巻
で
あ
る
。
そ
の
奥
害
に
、

菅
家
後
集
巻
第
十
三
元
永
二
〔
―
―
―
九
〕
年
三
月
二
十
八
日
書
之

少
内
記
藤
（
花
押
）

と
あ
る
が
、
広
兼
が
書
写
し
た
本
は
、
既
に
「
菅
家
文
草
j

十
二
巻
と
「
菅
家

後
集
」
一
巻
を
合
わ
せ
て
十
三
巻
一
揃
と
す
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

昌
泰
三
（
九

0
0
)
年
道
真
が
醍
醐
帝
に
献
呈
し
た
「
菅
家
文
草
」
は
十
二

巻
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
年
後
、
延
喜
三
年
「
菅
家
後
集
」
別
名
「
酉
府
新
詩
」

一
巻
は
大
宰
府
か
ら
京
の
紀
長
谷
雄
に
逍
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
大
宰
府
左
遥
後

の
作
品
だ
け
の
集
で
あ
る
。
本
来
別
の
成
り
立
ち
で
あ
っ
た
二
つ
の
集
を
合
わ

せ
、
「
後
集
」
を
巻
第
十
三
と
し
て
組
み
合
わ
せ
た
の
は
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰

が
行
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
醍
醐
帝
に
捧
げ
ら
れ
た
原
本
は
、
外

記
局
が
管
理
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
道
真
が
罪
人
と
な
っ
た
際
に
棄
却
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
道
真
真
筆
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
し
、
当
時
で
す
ら
稀
で

3
 

あ
っ
た
5
0

ま
た
、
広
兼
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
か
ら
「
菅
家
文
草
」
を
借
り
ら
れ
た
の

か
、
こ
れ
も
不
明
で
あ
る
。
広
兼
が
菅
原
や
大
江
の
個
家
出
身
で
あ
れ
ば
、
家

に
伝
え
ら
れ
た
揃
い
或
い
は
幾
つ
か
の
巻
々
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
藤

原
、
し
か
も
お
そ
ら
く
傍
系
の
広
兼
に
は
お
そ
ら
く
借
り
る
し
か
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
現
存
す
る
「
菅
家
文
草
』
の
古
写
本
が
す
べ
て
広
兼
本
系
統
な
の

で
、
「
菅
家
後
集
」
成
立
の
九

0
三
年
か
ら
広
兼
背
写
の
一
―
―
九
年
ま
で
の

約
二
百
年
間
に
ど
の
よ
う
に
「
菅
家
文
草
」
が
変
貌
し
た
の
か
、
知
る
す
べ
は

な
い
。広

兼
は
全
十
三
巻
を
一
度
に
連
続
し
て
背
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
奥
背

通
り
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
「
菅
家
後
集
」
が
最
も
早
く
、
そ
れ
か
ら
五
年
た
っ

て
「
菅
家
文
草
」
本
体
を
書
写
し
出
し
て
い
る
。
広
兼
の
奥
書
は
偶
数
巻
に
し

か
な
い
の
で
、
川
口
久
雄
は
「
巻
子
本
六
軸
あ
る
い
は
冊
子
本
六
冊
が
原
の
姿

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
く
と
す
る
と
、
巻

七
・
八
が
保
安
五
(
-
―
二
四
）
年
二
月
十
八
日
ま
で
に
写
さ
れ
、
つ
い
で
閏

二
月
十
一
日
ま
で
に
巻
九
・
十
が
、
同
月
二
十
三
日
ま
で
に
巻
十
一
・
十
二
が
書

写
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
巻
七
か
ら
巻
十
二
ま
で
の
散
文
篇
は
ニ
ヶ
月
弱
で

昔
写
さ
れ
た
一
方
、
詩
篇
の
巻
一
・
ニ
と
三
・
四
、
五
・
六
に
つ
い
て
は
、
奥
害
が

北
野
社
に
進
納
し
た
日
付
「
天
承
元
(
―
-
＝
二
）
年
八
月
八
日
進
納
北
野
理

廟
以
宮
寺
権
上
座
勝
退
大
法
師
令
触
政
所
留
守
円
真
大
法
師
突
」
と
な
っ
て

い
る
の
で
、
全
体
の
半
分
が
お
そ
ら
く
散
文
篇
よ
り
七
年
後
の
、
北
野
社
奉
納

を
目
的
と
す
る
書
写
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
最
初
に
書
写
し
た

「
菅
家
後
集
j

か
ら
足
か
け
十
＿
―
-
年
が
経
っ
て
い
る
。
奉
納
が
目
的
な
ら
ど
う

し
て
こ
れ
だ
け
の
時
間
が
か
か
り
、
し
か
も
そ
の
時
間
の
か
け
方
が
偏
る
の
だ

(19) 



広
兼
は
北
野
社
に
進
納
す
る
時
、
巻
四
の
奥
書
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る。

天
承
元
年
八
月
八
日
進
納
北
野
廟
院

今
生
之
望
已
絶
、
来
世
之
果
宜
求
、
匹
夫
之
志
、
神
其
尚
饗
、
盤
悴
令

遠

、

本

覚

之

時

、

必

預

化

浮

突

朝

散

大

夫

藤

広

兼

は
じ
め
「
今
生
之
望
」
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
望
み
も
「
絶
」
え
、
今
は

も
う
「
来
世
之
果
」
を
宜
し
く
求
む
る
の
み
。
「
本
覚
之
時
必
預
化
荘
」
（
お
よ

そ
本
覚
に
達
す
る
の
時
、
即
ち
命
終
の
際
に
は
必
ず
尊
き
給
え
、
の
意
）
と
い

う
こ
と
ば
に
は
、
広
兼
の
奉
納
に
掛
け
た
願
い
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
菅
家
後
集
」
の
書
写
は
当
初
は
書
写
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
少
内
記
に
な
っ
て
足
か
け
五
年
、
お
そ
ら
く
望
む
よ
う
な
出

世
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
保
安
五
年
の
二
月
か
ら
閏
ー
一
月
に
か
け
て

の
散
文
篇
の
集
中
的
な
書
写
は
「
今
生
之
望
」
に
得
る
に
資
す
る
も
の
で
あ

り
、
「
今
生
之
望
」
を
祈
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

祈
り
も
む
な
し
く
七
年
が
過
ぎ
た
天
承
元
年
八
月
八
日
以
前
に
今
生
の
望
み
が

す
で
に
絶
え
る
こ
と
が
決
定
的
に
な
り
、
こ
こ
で
広
兼
は
思
い
を
捨
て
あ
き
ら

め
て
、
そ
の
願
い
を
「
来
世
之
果
」
に
切
り
替
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な

、、。
し
カ本

奥
書
の
句
で
押
さ
え
る
べ
き
は
、
広
兼
が
「
今
生
の
望
み
」
と
「
来
世
の

果
」
、
現
当
二
世
を
北
野
天
神
に
祈
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
北
野
の

天
神
は
、
そ
の
時
、
こ
の
二
つ
を
祈
る
に
ふ
さ
わ
し
い
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る。 ろ
う
。

4

北
野
天
神
の
怨
霊
性

北
野
天
神
が
多
様
な
、
互
い
に
異
質
な
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
た
神
で
あ
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
古
来
の
、
存
在
そ
の
も
の
が
神
と
し
て
あ
っ
た
自

然
神
は
も
と
よ
り
、
日
本
神
話
以
来
の
神
々
も
仏
と
は
違
っ
て
、
そ
の
主
た
る

性
格
は
明
確
に
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
北
野
天
神
は
時
代
毎

に
時
代
が
要
求
す
る
性
格
が
付
与
さ
れ
て
肥
大
化
す
る
神
と
し
て
独
特
で
あ

る。
そ
の
祀
り
始
め
は
託
宣
に
よ
る
北
野
鎖
座
で
あ
っ
た
が
、
神
と
し
て
祝
い
込

め
ら
れ
る
前
提
は
御
霊
に
あ
っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
道
真
を
歳
言
し
た

藤
原
時
平
と
そ
の
周
り
、
醍
醐
天
皇
と
一
件
に
関
わ
る
人
々
を
次
々
と
滅
ぼ

し
、
の
み
な
ら
ず
天
変
地
異
や
天
災
を
も
も
た
ら
す
恐
怖
の
盤
力
で
あ
っ
た
。

し
か
し
時
平
の
弟
忠
平
に
始
ま
る
系
統
を
中
心
に
藤
原
摂
関
家
が
代
々
社
殿
や

祭
事
を
保
護
し
、
朝
廷
も
名
抒
回
復
に
努
め
る
な
ど
し
、
天
暦
元
（
九
四
七
）

年
の
北
野
社
鎖
座
よ
り
寛
弘
元

(
1
0
0
四
）
年
の
一
条
天
皇
に
よ
る
初
行
幸

ま
で
の
六
十
余
年
を
か
け
て
、
怨
霊
を
な
だ
め
祀
っ
て
き
た
。
そ
の
一
条
朝
は

北
野
天
神
に
と
っ
て
画
期
で
あ
る
と
い
う
6

。
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
六
月
に

受
禅
し
た
一
条
天
皇
は
七
月
二
十
二
日
に
即
位
し
た
が
、
同
年
八
月
五
日
に
北

野
祭
が
創
始
さ
れ
、
天
満
天
神
の
勅
号
も
示
さ
れ
た
。
正
暦
二
（
九
九
一
）
年

六
月
伊
勢
以
下
十
九
社
に
祈
雨
奉
幣
が
あ
り
、
こ
の
時
北
野
社
も
加
え
ら
れ

た
。
朝
廷
鎮
護
の
、
ひ
い
て
は
国
家
守
護
の
神
と
し
て
の
役
割
を
備
え
る
神
社

と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う

に
、
正
暦
三
年
十
二
月
か
ら
安
楽
寺
補
宜
長
子
に
託
宣
が
続
き
、
正
暦
四
年
六

月
故
右
大
臣
正
二
位
菅
原
道
真
に
左
大
臣
正
一
位
、
閏
十
月
に
は
太
政
大
臣
を

追
贈
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
格
の
上
昇
は
天
神
の
御
霊
性
を
な
だ
め
つ
つ
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朧
化
す
る
。

こ
こ
に
至
る
変
化
は
一
般
に
、
悪
神
〈
崇
神
〉
か
ら
普
神
〈
護
持
神
〉
へ
、

と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
悪
神
に
善
神
性
が
加
え
ら
れ
た
と
す
る
べ

き
で
、
い
わ
ゆ
る
怨
霊
的
性
格
は
常
に
意
識
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
確
認
し
て
よ

い
。
永
延
元
（
九
八
七
）
年
勅
祭
北
野
祭
も
始
ま
っ
た
が
、
北
野
祭
は
御
霊
会

と
抱
き
合
わ
せ
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
北
野
祭
が
執
行
さ
れ
な
く
な
る
室

町
後
期
ま
で
そ
う
で
、
八
月
四
日
北
野
祭
・
五
日
御
霊
会
・
六
日
山
門
八
講
と

い
う
日
程
で
行
わ
れ
た
。
北
野
祭
は
内
陣
に
納
め
ら
れ
て
い
る
二
基
の
神
輿
を

御
旅
所
ま
で
運
ぴ
還
幸
す
る
祭
で
あ
る
が
、
御
霊
会
に
は
御
霊
会
ら
し
く
社
僧

に
よ
る
四
箇
法
要
、
楽
や
舞
、
多
く
の
芸
能
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
八
講
は
比

叡
山
延
暦
寺
の
末
社
で
あ
る
北
野
社
が
法
華
八
講
で
天
神
を
慰
撫
す
る
。
こ
れ

に
も
北
野
社
社
僧
が
番
を
組
ん
で
臨
む
の
で
あ
る
7
0

平
安
時
代
末
に
は
延
暦
寺
強
訴
の
際
に
は
北
野
社
の
神
輿
の
動
座
も
あ
っ

た
。
当
時
北
野
社
は
延
暦
寺
の
末
社
で
あ
り
、
同
じ
立
場
に
あ
る
祇
園
社
の
神

輿
と
共
に
8

、
山
王
の
神
輿
に
よ
る
主
張
を
神
威
と
し
て
朝
廷
に
突
き
つ
け
る

役
割
を
と
も
に
務
め
た
。
天
神
は
こ
の
よ
う
に
戦
い
の
神
で
も
あ
り
、
後
代
の

こ
と
に
な
る
が
弘
安
四
(
―
二
八
一
）
年
七
月
一
二
十
日
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
軍
が
博

多
湾
岸
に
迫
っ
た
時
、
「
荒
ぶ
る
神
の
〔
北
野
〕
天
満
自
在
天
神
は
、
猫
府
・

朝
廷
軍
の
前
線
基
地
に
あ
た
る
大
宰
府
の
守
護
神
に
し
て
、
異
国
征
伐
の
中
核

神
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
，
。
更
に
、
足
利
腺
氏
と
直
義
が
院
宜
を
受
け
て
新

田
義
貞
を
討
ち
果
た
し
た
時
、
北
野
社
に
次
の
よ
う
に
御
礼
を
申
し
上
げ
て
い

る。

就
之
今
度
合
戦
之
勝
利
、
偏
任
天
神
之
擁
護
、
仰
御
霊
之
効
験
之
所
、
毎

度
之
冥
応
相
催
感
涙
畢
、

建
武
三
(
-
三
三
六
）
年
八
月
十
八
日
に
奉
納
さ
れ
た
直
義
の
寄
進
状
の
一
部

で
あ
る
10
。
「
天
神
の
擁
護
、
御
霊
の
効
験
」
の
二
つ
の
力
が
、
実
際
の
軍
の

場
で
期
待
通
り
に
発
揮
さ
れ
た
。
以
来
長
く
足
利
猫
府
は
篤
い
収
崇
を
北
野
社

に
捧
げ
続
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
御
霊
と
し
て
の
天
神
の
力
は
、
他
の
御
霊
社
に
祀
ら
れ
た
御
堂
と

比
べ
て
抜
き
ん
で
い
る
。
御
霊
社
の
御
霊
は
、
個
々
の
特
性
を
失
っ
て
一
括
し

て
御
霊
と
称
さ
れ
、
上
御
霊
社
・
下
御
霊
社
と
い
う
社
の
霊
威
は
あ
っ
て
も
、

御
霊
そ
の
も
の
と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
北
野
天
神
の
そ
の
力
が
、
今

見
た
よ
う
に
鎌
倉
・
足
利
時
代
毎
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
ま
た
そ
の
先
ま
で
維
持

さ
れ
続
け
た
の
に
は
、
お
そ
ら
く
院
政
期
の
崇
徳
院
の
怨
霊
の
存
在
が
関
わ
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。

さ
す
が
に
創
建
か
ら
二
百
年
以
上
た
っ
と
当
時
の
北
野
社
は
か
な
り
寂
れ
て

い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
元
永
元
(
-
―
―
八
）
年
十
月
に
、
能
登
国
菅
原
保

五
十
町
を
寄
進
し
た
能
登
守
藤
原
基
頼
の
寄
進
状
に
は
「
参
籠
当
社
通
夜
之

処
、
無
常
灯
空
送
暗
漏
」
と
あ
っ
て
、
常
灯
も
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
よ

う
だ
ll
。
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
目
立
た
ぬ
社
に
落
ち
着
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
安
元
二
(
-
―
七
六
）
年
三
月
、
安
元
の
御
賀
を
迎
え
た
後
白
河
院

を
、
六
月
に
妹
高
松
院
、
七
月
に
建
春
門
院
と
孫
六
条
院
、
九
月
に
近
衛
院
皇

后
九
条
院
の
死
が
次
々
に
襲
う
。
翌
年
四
月
に
大
内
衷
炎
上
、
六
月
鹿
谷
謀
議

発
牝
も
続
く
が
、
こ
こ
で
さ
さ
や
か
れ
た
の
が
崇
徳
院
の
怨
霊
で
あ
る
。
捉
え

あ
が
っ
た
後
白
河
は
崇
徳
院
の
復
権
と
鎖
魂
に
勤
め
る
一
方
、
崇
徳
院
怨
霊
の

前
例
と
な
る
激
烈
な
力
を
放
っ
た
御
霊
・
天
神
を
想
起
し
畏
怖
し
た
。
寿
永
二

（
―
-
八
三
）
年
閏
十
月
、
荒
れ
て
い
た
社
殿
に
初
度
の
御
幸
を
行
い
、
そ
の

賞
と
し
て
道
真
子
孫
を
神
と
し
て
祀
り
、
別
当
・
権
別
当
を
僧
都
と
す
る
未
曾

(21) 



北
野
廟
作
文
会
と
法
華
講
会

道
真
の
霊
の
託
宣
に
よ
り
北
野
に
鎖
座
な
っ
た
天
暦
元
（
九
四
七
）
年
よ

り
、
五
度
の
改
築
を
経
て
天
徳
三
（
九
五
九
）
年
に
は
一
応
北
野
社
は
社
殿
の

結
構
が
整
っ
た
と
さ
れ
る
13
。
そ
れ
か
ら
一
条
朝
ま
で
の
約
三
十
年
。
そ
の
間

に
十
九
社
の
一
っ
と
し
て
都
を
守
護
す
る
神
格
に
、
別
の
神
性
が
付
与
さ
れ
て

い
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
一
条
朝
期
（
九
八
六
＼

1
0
一
六
）
の
現
象
か
ら
逆
に
推
し
批
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
こ
と
ば

と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
が
、
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
七
月
二
十
日
に
、
脱
滋

保
胤
が
神
祠
修
繕
を
奉
納
す
る
沙
弥
某
に
依
頼
さ
れ
て
作
っ
た
「
賽
菅
丞
相
廟

願
文
」
（
「
本
朝
文
粋
」
巻
十
二

400)
で
あ
る
。
内
容
を
前
段
・
後
段
に
分
け
て

み
る
140沙

弥
某
前
白
レ
仏
言
。
往
年
為
一
一
栄
分
一
、
為
二
声
名
一
、
祈
二
廟
社
ー
、
祈
．
―

仏
法
一
、
有
レ
日
突
。
遂
二
其
大
成
一
、
徒
二
子
微
官
ー
。
是
天
之
工
也
、
是

神
之
福
也
。
其
一
願
日
、
就
一
一
天
満
天
神
廟
ー
、
会

H
ゃ
工
献
二
詩
篇
ー
。

以
む
↓
ー
其
天
神
為
文
道
之
祖
、
詩
境
之
主
一
也
。

某
暮
年
出
家
、
一
日
西
合
道
。
今
老
沙
弥
、
無
レ
便
レ
営
二
風
月
之
究
一
、
此

一
乗
教
、
有
レ
心
レ
展
―
―
香
花
之
筵
一
。
嵯
乎
、
花
言
綺
語
之
遊
、
何
益
―
―
於

神
道
一
。
希
有
難
解
之
法
、
可
レ
期
-
―
其
仏
身
一
。
当
正
一
此
時
一
也
、
一
神
有
レ

5
 

有
の
官
位
引
き
上
げ
を
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
後
白
河
の
行
為
は
、
天
神
の

存
在
を
再
認
識
さ
せ
、
そ
れ
が
以
降
の
天
神
信
仰
を
肥
大
さ
せ
続
け
る
重
要
な

転
換
点
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
120

こ
う
し
た
怨
霊
性
の
傍
ら
、
別
な
力
が
加
わ
っ
て
い
た
。
文
道
の
神
な
ら
ぴ

に
仏
法
神
と
し
て
の
確
立
で
あ
る
。

党
和
二
年
七

慶
、
衆
生
頼
レ
之
。
功
徳
無
辺
、
普
及
二
切
一
。
敬
白
。

月
廿
日

沙
弥
某
の
こ
と
ば
と
し
て
保
胤
が
記
す
に
は
、
「
往
年
、
栄
分
の
た
め
、
声

名
の
た
め
、
廟
社
に
祈
り
、
仏
法
に
祈
り
て
、
日
有
り
」
と
あ
り
、
沙
弥
某
は

栄
分
名
声
と
い
う
現
世
利
益
を
北
野
天
満
天
神
に
祈
り
、
仏
法
に
祈
っ
た
と
あ

る
。
天
神
は
仏
法
を
兼
ね
備
え
た
存
在
で
あ
り
、
寛
和
二
年
ま
で
に
は
、
怨
盤

と
は
別
に
現
世
利
益
を
祈
る
神
と
し
て
の
性
格
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。ま

た
、
そ
の
祈
願
の
一
っ
と
し
て
「
天
満
天
神
廟
に
お
い
て
文
士
を
会
し
て

詩
篇
を
献
じ
た
い
」
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
天
神
は
文
道
之
祖
、
詩
境
之
主
」

で
あ
る
か
ら
。
大
曽
根
章
介
は
「
文
道
」
「
詩
拷
」
は
後
段
の
「
風
月
」
と
共

に
詩
（
漢
詩
）
を
意
味
す
る
と
い
う
150

普
通
神
に
は
何
を
捧
げ
る
の
か
。
た
と
え
ば
こ
の
保
胤
願
文
作
成
の
翌
年
に

な
る
が
、
「
小
右
記
」
永
延
元
（
九
八
七
）
年
六
月
二
十
九
日
・
三
十
日
条
や

「
小
記
目
録
」
同
年
七
月
九
日
条
の
記
事
の
説
話
化
と
さ
れ
る
「
続
古
事
談
」

巻
四
ー
九
に
は
、

一
条
院
の
御
時
、
六
月
つ
ご
も
り
に
風
吹
、
雷
お
ど
ろ
（
し
く
な
り
け

る
ほ
ど
に
、
母
后
の
御
方
に
藤
典
侍
と
云
人
に
、
北
野
天
神
つ
き
給
て
の

た
ま
ひ
け
る
、
「
我
家
や
ぶ
れ
た
り
。
修
理
せ
ら
る
べ
し
」
。
又
、
摂
政
、

上
達
部
ひ
き
ぐ
し
て
、
賀
茂
に
ま
う
で
て
、
十
列
•
音
楽
た
て
ま
つ
る
、

う
ら
や
ま
し
き
よ
し
、
託
宜
あ
り
…
そ
の
の
ち
摂
政
、
人
々
を
ぐ
し
て
北

野
に
ま
う
で
て
、
作
文
・
和
歌
あ
り
け
り
と
ぞ
。

と
あ
る
16
。
摂
政
は
兼
家
。
託
宜
が
下
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
社
殿
の
修
理
と

共
に
北
野
社
で
の
作
文
・
和
歌
の
法
楽
が
為
さ
れ
た
と
い
う
。
「
賀
茂
に
詣
で
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て
十
列
•
音
楽
奉
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賀
茂
社
や
春

E
l
社
に
は
歌
舞
や
十
列

（
馬
場
で
の
競
馬
）
が
報
斎
と
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
北
野
社
に
は
歌
舞
や

＋
列
で
は
な
く
「
作
文
・
和
歌
」
の
詩
歌
が
天
神
に
捧
げ
ら
れ
た
の
も
、
特
別

に
こ
の
神
は
「
文
道
之
祖
・
詩
境
之
主
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
解
が
で
き
て

い
た
こ
と
を
示
す
。
他
の
神
と
は
異
な
る
独
自
性
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

願
文
後
段
で
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
自
分
は
す
で
に
出
家
し
て
お
り
、
花
言

綺
語
の
遊
ぴ
は
墓
道
に
と
っ
て
な
ん
に
な
ろ
う
。
か
わ
り
に
一
乗
教
の
香
華
の

筵
を
設
け
よ
う
」
と
あ
る
。
「
一
乗
教
の
筵
」
と
は
法
華
経
講
会
を
い
う
。
天

神
に
華
や
か
な
詩
歌
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、
法
華
経
を
捧
げ
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
神
前
仏
前
ま
た
追
普
の
た
め
に
経
典
を
奉
納
す
る
こ
と
は
一
般
に
行
わ

れ
る
が
、
天
神
—
道
真
に
他
な
ら
ぬ
法
華
経
を
、
と
す
る
の
は
、
道
真
自
身
の

伯
仰
生
活
に
根
ざ
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

「
菅
家
文
草
」
巻
第

+-650
「
吉
祥
院
法
華
会
願
文
」
は
元
慶
五
（
八
八
一
）

年
＋
月
二
十
一
＼
二
十
四
日
に
道
真
主
催
で
、
菅
原
氏
の
氏
寺
吉
祥
院
に
て
行

わ
れ
た
道
真
両
親
追
善
の
法
華
会
願
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
父
是
善
と
母
伴
氏

の
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
も
窺
え
、
亡
き
両
親
に
対
し
て
法
華
大
乗
の
会
を
行
う
文

言
に
は
、礼

．
罪
拝
禅
衆
、
開
批
法
筵
一
。
所
レ
仰
者
、
新
成
観
音
像
。
所
レ
説
者
、

旧
写
法
華
経
。
…
南
無
観
世
音
菩
薩
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
如
1

所
説
一
、

如
所
質
、
引
祁
弟
子
之
考
砒
、
速
證
大
菩
提
果
一
、

と
法
華
経
と
観
音
と
に
祈
り
つ
つ
両
親
の
速
證
菩
提
を
願
っ
て
い
る
。
先
考
是

普
の
忌
月
を
詠
じ
た
、
「
菅
家
文
草
」
巻
第
四

298
「
八
月
十
五
日
夜
、
思
旧
有

感
」
に
も
「
菅
家
故
事
世
人
知
翫
月
今
為
忌
月
期
若
葉
香
湯
免
飲
酒
蓮

華
妙
法
換
吟
詩
」
と
あ
る
な
ど
、
法
華
経
に
は
深
い
信
仰
を
寄
せ
て
い
た
。

天
神
は
託
宜
・
神
託
の
ま
こ
と
に
多
い
神
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
と
さ
れ
る

天
暦
元
（
九
四
七
）
年
近
江
国
比
良
宮
禰
宜
神
良
種
の
子
太
郎
丸
へ
の
託
宜
の

中
で
「
右
近
の
馬
場
に
法
華
三
味
堂
を
建
て
、
時
侮
の
大
法
の
法
螺
を
吹
か
せ

た
ら
何
と
船
し
い
こ
と
か
」
と
告
げ
た
と
あ
る
。
以
来
、
北
野
社
で
は
法
華
堂

が
―
つ
の
中
心
的
場
に
な
っ
て
ゆ
く
17
。
こ
こ
に
は
生
前
の
道
真
の
信
仰
の
反

映
が
当
然
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

詩
と
法
華
経
。
こ
の
二
つ
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
作
文
会
が
、
後
冷
泉
朝
期

(
1
0
四
五
ー
一
〇
六
八
）
以
後
北
野
社
を
場
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
を
、
後

藤
昭
雄
は
史
料
を
陣
捜
し
て
示
し
て
い
る
18
。
そ
の
ま
と
ま
っ
た
詩
群
が
後
藤

の
命
名
す
る
と
こ
ろ
の
永
承
五

(
1
0
五
0
)
年
五
月
十
八

H
北
野
聖
廟
法
華

眺
詩
で
あ
る
。
橘
孝
親
「
北
野
廟
供
養
御
経
願
文
」
と
し
て
「
本
朝
文
集
」
巻

第
四
十
五
に
願
文
の
載
る
こ
の
法
華
講
詩
は
十
二
人
の
作
者
に
よ
る
十
二
篇
の

詩
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
藤
論
文
に
寄
ら
れ
た
い
が
、
た
と
え
ば
後
藤
も
引
く

大
江
広
経
の
、

今
賽
廟
恩
一
碩
梱
至
誠
礼
奨
意
応
殊
非
歌
非
舞
非
糸
竹
只
献
一
乗

無
価
珠

は
、
北
野
廟
に
対
す
る
恩
に
は
一
碩
悩
と
し
て
、
歌
舞
や
奏
楽
で
は
な
く
こ
の

上
も
な
く
鼎
い
法
華
経
を
献
ず
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
講
詩
に
参
加
し
た
の
は

大
江
・
菅
原
を
始
め
と
す
る
文
人
た
ち
で
、
最
甜
位
の
紀
頼
任
で
も
従
四
位

上
、
末
席
は
学
生
正
六
位
上
菅
原
是
網
で
あ
る
。
こ
う
し
た
北
野
社
で
の
法
華

講
会
を
伴
っ
た
作
文
会
は
、
後
藤
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
条
朝
期
か
ら
鎌
倉
最

初
期
に
か
け
て
、
年
次
の
わ
か
る
十
一
度
、
不
明
十
一
度
を
数
え
る
。
鎌
倉
最

初
期
に
は
、
文
人
の
作
文
の
機
会
と
し
て
、
内
御
書
所
や
釈
奨
と
同
列
に
北
野

作
文
会
の
場
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
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な
ぜ
純
粋
な
作
文
会
で
は
な
く
、
そ
こ
に
法
華
講
が
備
わ
る
か
に
つ
い
て

は
、
佐
藤
道
生
が
当
時
の
文
人
達
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
解

説
し
て
い
る
190

平
安
時
代
中
期
以
降
、
中
下
級
文
人
貴
族
た
ち
は
、
北
家
藤
原
氏
摂
家
相

続
流
を
中
心
と
す
る
政
権
の
独
占
に
よ
っ
て
、
現
実
に
出
世
栄
達
で
き
な

い
と
い
う
政
治
的
逼
塞
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
一
様
に

来
世
に
望
み
を
か
け
る
浄
土
教
信
仰
に
身
を
委
ね
、
ま
た
余
暇
に
は
思
う

ど
ち
連
れ
だ
っ
て
山
水
に
遊
ぴ
、
心
の
憂
さ
を
詩
に
託
し
て
は
ひ
と
と
き

の
安
息
を
得
て
い
た
。

後
藤
は
、
北
野
社
と
い
う
枠
を
は
ず
せ
ば
、
作
文
会
と
法
華
講
と
い
う
組
み

合
わ
せ
は
勧
学
会
に
他
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
20
。
勧
学
会
は
白
楽
天
を
崇
拝

す
る
文
人
貴
族
た
ち
が
延
暦
寺
の
僧
侶
と
合
同
で
行
っ
た
仏
法
と
詩
文
の
法
会

で
、
慶
滋
保
胤
ら
に
よ
る
応
和
四
（
九
六
四
）
年
か
ら
の
第
一
期
か
ら
、
最
終

期
保
安
二
(
-
ー
ニ
ー
）
年
ま
で
断
続
的
に
行
わ
れ
た
。
法
華
経
と
詩
と
い
う

組
み
合
わ
せ
と
い
う
先
縦
が
あ
り
、
し
か
も
時
代
の
趨
勢
に
よ
る
文
人
の
信
仰

に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
現
状
が
、
北
野
社
の
新
た
な
神
性
を
開
い
た
の
だ
ろ

、つ。
し
か
し
北
野
天
神
信
仰
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
世
に
容
れ
ら
れ
な
い
文
人
た
ち

の
た
ま
さ
か
の
作
文
会
は
わ
ず
か
な
営
み
で
し
か
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
．
事

柄
が
文
事
で
あ
る
の
で
後
世
に
残
り
や
す
く
、
天
神
倍
仰
史
上
、
怨
霊
の
次
は

文
道
の
神
と
等
分
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
審
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
後
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
野
廟
作
文
会
は
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
北
野

社
歌
合
な
ど
そ
の
ま
ま
和
歌
の
場
へ
と
移
行
し
和
歌
神
と
い
う
要
素
が
加
わ
る

こ
と
に
な
る
。
更
に
そ
れ
は
次
代
の
連
歌
神
と
い
う
、
他
の
神
は
持
ち
得
な

6
 

か
っ
た
立
場
に
北
野
社
を
尊
く
。
代
々
の
足
利
将
軍
に
よ
る
一
万
句
巡
歌
興
行

は
、
総
勢
二
百
五
十
人
ば
か
り
が
、
北
野
社
社
頭
の
二
十
箇
所
を
会
場
と
し
て

行
い
、
二
十
会
場
五
百
句
か
ら
な
る
連
歌
懐
紙
は
天
神
法
楽
と
し
て
内
陣
に
奉

納
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
北
野
社
に
お
け
る
文
事
と
は
そ
の
ま
ま
信
仰
と

政
治
と
を
か
ら
め
て
存
在
す
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
21
。
平
安
期
の
作
文
会
と

法
華
会
の
営
み
と
は
、
後
世
の
こ
う
し
た
独
特
の
文
化
を
準
備
し
、
ま
さ
に
文

道
之
大
祖
で
あ
る
天
神
に
し
か
な
し
え
な
い
神
性
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る。

観
音
信
仰
と
本
地
十
＿
面
観
音

こ
う
し
た
法
華
経
信
仰
の
傍
ら
、
あ
ま
り
表
面
に
は
出
な
い
が
同
時
期
に
準

備
さ
れ
、
明
確
に
天
神
に
新
面
を
開
く
も
う
ー
つ
の
仏
教
性
、
観
音
の
存
在
が

あ
る
。
前
述
し
た
道
真
本
人
に
よ
る
「
吉
祥
院
法
華
会
願
文
」
に
、
法
華
経
と

並
ん
で
観
音
が
特
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
願

文
に
は
ま
た
次
の
部
分
も
あ
る
。

又
先
批
〔
伴
氏
〕
亡
去
之
日
、
誡
二
弟
子
一
日
、
汝
幼
稚
之
齢
、
得
レ
病
危

困
。
余
心
不
レ
堪
二
哀
慇
之
深
l

、
発
下
奉
レ
造
-
―
観
音
像
一
之
願
上
。
念
1

一彼

観
音
ヵ
―
‘
汝
病
得
除
癒
一
。

道
真
が
幼
少
の
時
、
観
音
力
で
病
が
癒
え
た
と
い
う
母
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

「
菅
家
後
集
」

513
「
偶
作
」
に
も
「
病
追
衰
老
到
愁
超
嫡
居
来
此
賊
逃
無

所
観
音
念
一
廻
」
と
も
あ
り
、
流
嫡
地
大
宰
府
に
あ
っ
て
病
と
老
い
、
愁
い

そ
し
て
死
と
い
う
賊
が
追
っ
て
く
る
。
そ
の
時
観
音
助
け
た
ま
え
と
念
じ
る
。

観
音
は
道
真
の
信
仰
の
寄
り
所
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
道
真
の
信
仰
を
反
映
し
て
か
、
初
期
縁
起
「
北
野
天
満
自
在
天
神

(24) 



宮
創
建
山
城
国
葛
野
群
上
林
郷
縁
起
」
に
お
い
て
は
、
本
堂
の
説
明
の
次
に

「
且
依
御
託
宣
、
建
立
三
間
四
面
堂
一
宇
、
安
置
観
世
音
菩
薩
像
一
鐙
」
と

あ
っ
て
、
北
野
社
創
建
当
初
か
ら
社
地
に
は
観
音
堂
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
北
野
社
観
音
堂
は
そ
の
後
朝
日
寺
•
朝

H

観
音
寺
と
い
う
独
立
し
て
附

属
す
る
寺
院
と
し
て
長
く
社
頭
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
22
。
社
頭

の
法
花
堂
と
朝

H
寺
観
音
堂
と
は
神
仏
習
合
の
具
体
で
も
あ
り
、
北
野
天
神
の

信
仰
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
部
分
を
担
っ
て
き
た
。
本
殿
で
の
師
月
十
八

H
の

観
音
講
は
月
の
晦

H
の
舎
利
講
（
舎
利
は
本
殿
の
後
ろ
戸
に
安
置
さ
れ
て
い

た
）
と
並
ん
で
不
退
の
仏
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

道
真
本
人
が
深
く
信
仰
し
、
当
初
か
ら
堂
が
作
ら
れ
、
月
毎
の
行
事
に
欠
か

せ
な
い
観
音
信
仰
は
、
北
野
天
神
の
本
地
、
十
一
面
観
音
と
呼
応
す
る
の
は
む

ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
が
、
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
天
神
の
本
地
は
観
音
に
定

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

す
べ
か
ら
く
神
に
は
本
地
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
白
河
院

期
頃
と
さ
れ
る
23
。
そ
れ
で
も
た
と
え
ば
春
日
社
の
神
々
の
本
地
が
「
春
日
権

現
講
式
』
の
系
統
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
関
係

性
は
絶
対
無
二
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
24
。
北
野
社
の
本
地
が

十
一
面
観
音
で
あ
る
と
の
確
か
な
記
録
は
、
「
吉
記
」
安
元
元
(
-
―
七
五
）

年
六
月
十
六

H
条
に
後
白
河
院
の
御
願
寺
蓮
華
王
院
に
惣
社
が
建
て
ら
れ
、
八

幡
若
宮
を
筆
頭
に
二
十
一
社
と
、
京
か
ら
東
西
南
北
に
位
骰
す
る
各
一
宮
が
集

め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
地
仏
が
祀
ら
れ
た
そ
の
中
に
、
「
北
野
十
一
面
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
以
後
鎌
倉
期
の
菅
原
為
長
作
「
天
神
講
式
」
に
も
、

「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
に
も
本
地
は
十
一
面
観
音
と
自
明
の
事
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。

本
地
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
天
神
と
十
一
面
観
音
が
同
時
に
語
ら
れ
る
早

い
例
と
し
て
、
菅
原
陳
経
作
「
菅
家
御
伝
記
』
（
嘉
承
元
年
・
―

1
0
六
年

十
二
月
十
八

H
奥
書
）
が
引
く
「
安
楽
寺
学
頭
安
修
奏
状
」
が
あ
る
250

大
宰
府
安
楽
寺
者
。
贈
大
相
国
菅
原
道
真
公
喪
葬
之
地
、
十
一
面
観
世
音

大
菩
薩
霊
応
之
処
也
。
延
喜
五
年
八
月
十
九

H
、
味
酒
安
行
依
神
託
立
神

殿
。
称
日
天
満
第
自
在
天
神
。

安
楽
寺
は
道
真
公
喪
葬
の
地
で
あ
り
、
十
一
面
観
音
霊
応
の
処
で
あ
る
と
す

る
対
句
的
表
現
に
は
、
道
真
と
十
一
面
観
音
と
の
同
質
性
が
窺
え
る
。
天
神
の

本
地
十
一
面
観
音
説
は
安
楽
寺
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
菅
家
御
伝
記
」
は
竹
居
明
男
の
整
理
に
従
え
ば
、

A

道
真
の
祖
先
に
関

す
る
記
述

B

道
真
伝
と
、
延
長
元
年
・
正
暦
四
年
の
官
位
追
贈

C

大

宰
府
安
楽
寺
な
ら
ぴ
に
北
野
社
草
創
、
北
野
聖
廟
祭
礼
始
行
の
三
つ
の
部
分

か
ら
な
る
26
。
A
.
B
に
つ
い
て
は

H
本
書
紀
、
新
撰
姓
氏
録
、
三
代
実
録
等

の
記
録
類
を
明
示
し
な
が
ら
引
用
す
る
が
、

C
は
「
安
楽
寺
学
頭
安
修
奏
状
」

「
北
野
社
家
者
説
」
「
外
記

H
記
」
か
ら
成
り
、
中
で
も
「
安
楽
寺
学
頭
安
修
奏

状
」
は
こ
こ
だ
け
安
楽
寺
の
情
報
が
挿
入
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
本
状
の
索
性
も

は
っ
き
り
と
し
な
い
。
こ
の
部
分
の
違
和
感
ー
実
際
に
陳
経
が
こ
の
奏
状
文
を

引
用
し
た
の
か
と
い
う
点
も
含
め
て
、
後
世
十
一
面
観
音
の
本
地
が
定
ま
っ
て

か
ら
の
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
は
残
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
留
意
す
べ
き
は
、
安
楽
寺
に
つ
い
て
当
代
の
汽
料
と
し
て
も

重
要
な
大
江
匡
房
の
康
和
二
(
-
―

0
0
)
年
八
月
作
成
「
参
安
楽
寺
詩
」
全

二
百
韻
四
百
旬
に
、
観
音
霊
応
の
地
で
あ
る
と
い
っ
た
文
言
が
見
ら
れ
な
い
点

で
あ
る
。
本
作
は
白
楽
天
の
「
遊
悟
真
寺
詩
ー
百
三
十
韻
」
を
下
敷
き
に
し

た
、
す
ぐ
れ
て
文
学
性
に
富
ん
だ
作
品
で
あ
る
が
、
佐
藤
道
生
の
分
析
に
よ
れ

(25) 



ば
全
四
百
旬
の
第
―
二
九
句
以
下
は
、
そ
れ
ま
で
の
白
詩
を
下
敷
き
に
詠
出
し

た
詩
と
は
異
な
り
、
全
く
白
詩
語
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
。
ー
ニ
九
句
以
下

は
匡
房
が
実
際
に
大
宰
府
に
来
て
体
験
し
た
こ
と
に
基
き
、
道
真
と
安
楽
寺
と

を
描
く
部
分
は
故
意
に
白
詩
語
を
用
い
な
い
の
だ
と
す
る
町
。
匡
房
は
承
徳
二

(
1
0
九
八
）
年
か
ら
康
和
四
(
―

1
0
二
）
年
ま
で
大
宰
権
帥
と
し
て
赴
任

し
、
安
楽
寺
に
満
願
院
を
建
立
も
し
て
お
り
、
安
楽
寺
に
つ
い
て
は
詳
し
い
。

匡
房
が
安
楽
寺
に
「
十
一
面
観
世
音
菩
薩
霊
応
之
処
」
と
い
う
印
象
を
抱
い
て

い
な
い
様
子
は
示
唆
的
で
あ
る
。
陳
経
が
引
い
た
と
さ
れ
る
奏
状
は
慎
重
に
扱

う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
匡
房
の
こ
と
ば
に
注
視
し
た
い
の
は
、
彼
こ
そ
、
神
の
本
地
に
具
体

的
に
関
わ
っ
た
人
物
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。
吉
原
浩
人
は
「
江
都
督
納
言
願
文

集
」
「
本
朝
神
仙
伝
」
他
の
匠
房
作
品
か
ら
各
神
社
の
本
地
を
示
し
、
そ
れ
ら

は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の
本
地
を
明
か
す
最
古
の
例
で
あ
り
、
あ
る
い
は
全
く

知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
異
説
も
記
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
28
。
そ
こ
に
は

「
本
地
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
今
〉
す
な
わ
ち
現
在
眼
前
に
祝
わ
れ
る
神

が
、
〈
本
〉
す
な
わ
ち
過
去
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仏
菩
薩
で
あ
っ
た
か
の
、

始
原
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
は
「
院
政
期
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
本
源
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
風
潮
」
に
関
わ
る
と
す
る
。

神
仏
習
合
に
つ
い
て
上
島
享
は
「
仏
教
の
側
は
既
に
天
皇
と
親
密
な
関
係
を

築
き
つ
つ
あ
る
神
祇
ー
特
に
二
十
一
社
の
神
々
ー
を
自
ら
の
な
か
に
取
り
込
む

こ
と
で
、
中
世
王
権
を
支
え
る
密
教
秩
序
を
創
り
上
げ
て
い
く
」
密
教
僧
に
よ

る
営
為
で
あ
る
と
す
る
29
。
天
皇
の
身
近
に
い
て
玉
体
を
加
持
す
る
護
持
僧
が

中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
本
地
垂
迩
と
い
う
思
索
に
よ
っ
て
、
神
々
は
仏
の
体

系
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
時
期
は
ま
さ
に
匡
房
の
生
き
た
十
一
世
紀
前

半
と
い
う
。

こ
う
し
た
上
島
の
指
摘
と
合
わ
せ
、
吉
原
の
論
文
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の

が
、
天
仁
二
(
―

1
0
九
）
年
四
月
白
河
院
が
八
社
（
賀
茂
・
石
消
水
・
春

日
・
稲
荷
・
日
吉
・
祇
園
・
北
野
・
住
吉
）
に
金
字
御
経
供
養
を
し
、
願
文
を

匡
房
に
依
頼
し
た
「
江
都
督
納
言
願
文
集
」
逸
文
に
載
る
願
文
で
あ
る
30
。
そ

こ
で
は
北
野
は
、

夫
北
野
天
満
者
、
本
是
、
一
人
之
師
。
経
緯
口
口
。
今
則
、
列
聖
之
井
、

済
度
四
海
、
年
年
歳
歳
、
仰
恩
期
之
。

と
あ
り
、
か
つ
て
は
「
一
人
」
ー
醍
醐
天
皇
の
師
で
あ
っ
た
が
、
今
は
代
々
の

天
皇
の
「
井
」
で
あ
る
と
す
る
。
「
井
」
の
字
は
「
如
本
」
の
注
が
付
く
が
、

山
崎
誠
は
「
菩
薩
」
の
略
と
（
）
に
い
れ
て
表
記
し
て
い
る
。
「
師
」
に
対
し

て
一
字
で
「
井
」
と
し
て
対
旬
に
し
て
い
る
な
ら
ば
山
崎
の
読
み
に
従
っ
て

「
菩
薩
」
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
31
。
す
る
と
こ
の
時
菩
薩
と
意
識
さ
れ
た
北
野

天
神
の
本
地
と
は
、
道
真
本
人
の
信
仰
ま
た
北
野
社
社
頭
観
音
堂
の
来
歴
か
ら

し
て
も
観
音
菩
薩
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
天
仁
二
年
、
中
御
門
宗
忠
が
熊
野

本
宮
を
参
詣
し
た
折
に
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
神
々
の
本
地
（
「
中
右
記
」
同
年

十
月
二
十
六
日
条
）
が
、
二
十
五
年
後
の
源
師
時
「
長
秋
記
」
長
承
三

（
―
-
三
四
）
年
二
月
一
日
条
で
は
諸
神
の
本
地
す
べ
て
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お
よ
そ
こ
の
二
十
五
年
間
が
全
面
的
に
本
地
仏
の
特
定
に
充
て
ら
れ
た
時
期
に

な
ろ
う
。
天
仁
二
(
―

1
0
九
）
年
の
段
階
で
、
北
野
社
で
も
ま
だ
は
っ
き
り

と
十
一
面
観
音
と
本
地
が
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
な
い
が
、
観
音
菩
薩
が
本
地

に
選
択
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
う
る
だ
ろ
う
。

(26) 



お
わ
り
に

文
人
に
よ
る
北
野
廟
作
文
会
の
恒
常
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
荒
ぶ
る
神
性

と
共
に
、
漢
詩
を
捧
げ
ら
れ
る
神
と
し
て
も
定
着
し
た
の
が
院
政
期
前
期
で
あ

る。
こ
こ
で
再
ぴ
藤
原
広
兼
の
杏
写
事
情
を
考
え
た
い
。
広
兼
宵
写
の
「
菅
家
文

郎
」
「
菅
家
後
集
」
は
当
初
よ
り
奉
納
を
目
的
に
害
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

蚊
初
の
巻
十
三
の
曹
写
か
ら
奉
納
ま
で
足
掛
け
十
三
年
の
間
が
あ
る
、
こ
の
時

間
が
、
「
今
生
之
望
」
か
ら
「
来
恨
之
果
」
へ
の
変
換
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る。
広
兼
が
希
求
し
て
い
た
の
は
現
泄
利
益
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
当
時
の
北
野
社

に
求
め
ら
れ
る
目
的
の
第
一
は
現
世
利
益
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
大
江
匡
房
自
身

が
北
野
社
に
捧
げ
た
祭
文
は
、
自
分
の
病
気
平
癒
祈
願
で
あ
っ
た
。
嘉
承
元

(―

1
0
六
）
丙
戌
年
の
こ
と
で
あ
る
32
。
と
同
時
に
北
野
廟
で
の
作
文
会
・

法
華
経
の
講
説
か
ら
は
来
世
を
望
む
文
言
も
見
て
取
れ
る
330

広
兼
の
書
写
の
日
付
け
か
ら
は
、
北
野
社
な
い
し
道
真
に
関
わ
る
事
柄
、
た

と
え
ば
道
真
の
忌
日
二
月
二
十
五

H
や
北
野
祭
の
八
月
五
日
六

H
な
ど
と
全
く

関
わ
っ
て
い
な
い
。
巻
七
・
八
の
二
月
や
北
野
社
進
納
の
八
月
と
は
、
お
そ
ら

＜
―
-
季
の
除
目
あ
る
い
は
釈
奨
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
少
内

記
と
な
っ
た
時
に
次
を

H
指
し
た
野
心
”
が
絶
望
に
変
わ
る
時
間
が
、
背
写
始

め
の
元
永
二
年
か
ら
天
承
元
年
ま
で
の
足
か
け
十
三
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
広

兼
が
北
野
社
に
願
っ
た
こ
と
は
天
神
の
威
力
で
は
な
く
、
観
音
の
尊
き
で
あ
ろ

う
と
、
「
菅
家
文
草
」
の
巻
四
奥
昔
「
本
覚
之
時
、
必
預
化
祁
突
」
か
ら
読
み

取
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
は
後
世
の
「
北
野
天

神
緑
起
絵
巻
」
最
終
部
に
掲
げ
ら
れ
た
、
仁
和
寺
俯
西
念
（
念
西
）
が
、
熊
野

7
 

那
智
山
（
本
地
千
手
観
音
）
で
は
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
極
楽
往
生
を
、
北
野
社

に
百

H
参
籠
し
て
果
た
す
説
話
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
北
野
天
神
の
本
地
を
示
し
た
早
い
記
録
の
一
っ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

広
兼
は
全
十
三
巻
を
北
野
社
に
奉
納
し
た
翌
天
承
二
（
―
-
三
二
）
年
、
文

人
仲
間
と
い
う
べ
き
（
年
齢
的
に
は
ず
っ
と
上
の
は
ず
だ
が
）
三
普
為
康
の

「
続
千
字
文
」
完
成
を
祝
っ
て
詩
を
捧
げ
て
い
る
。
祝
詩
は
ま
ず
為
康
が
師
と

仰
い
だ
吏
部
侍
朗
藤
原
敦
光
が
宵
き
、
そ
れ
に
感
激
し
た
鉢
博
士
為
康
本
人
も

応
じ
、
続
い
て
朝
散
大
夫
広
兼
、
能
州
前
司
馬
脳
原
宗
友
、
詞
林
老
父
基
俊
、

そ
し
て
泉
州
史
藤
原
宗
兼
が
讃
詩
を
連
ね
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
点
で
広
兼
は

こ
れ
ら
の
人
々
と
交
遊
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
宗
友
は
第
2
項
で
示
し
た
よ

う
に
大
学
か
ら
の
同
輩
で
あ
っ
た
し
、
「
本
朝
新
修
往
生
伝
」
の
著
者
で
も
あ

る
。
為
康
も
「
後
拾
迫
往
生
伝
』
を
著
し
た
。
こ
こ
に
「
三
外
往
生
伝
』
の
編

者
蓮
禅
を
含
め
る
と
、
文
人
貴
族
で
い
て
浄
土
教
信
仰
で
結
ば
れ
た
院
政
期
特

有
の
文
化
圏
が
見
え
て
く
る
35
。
宗
友
も
蓮
禅
も
そ
の
事
跡
は
乏
し
い
。
そ
の

点
で
も
広
兼
と
同
一
の
範
囲
に
い
る
。
違
う
の
は
彼
ら
が
現
実
の
出
世
を
諦
め

た
後
、
浄
土
教
に
大
き
く
舵
を
切
っ
て
自
分
の
関
心
の
延
長
か
ら
往
生
伝
を
ま

と
め
た
こ
と
に
よ
る
。
広
兼
は
往
生
人
を
数
え
記
し
て
自
ら
の
信
仰
の
糧
に
す

る
よ
う
に
は
生
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

お
そ
ら
く
「
続
千
字
文
」
の
祝
詩
が
広
兼
の
残
さ
れ
た
唯
一
の
作
品
だ
ろ

う
。
「
本
朝
続
文
粋
」
「
本
朝
無
題
詩
」
等
に
も
、
広
兼
の
作
は
入
っ
て
い
な

い
。
結
局
才
能
は
認
め
ら
れ
ず
（
或
は
無
く
）
、
ま
た
政
治
の
場
で
も
活
躍
は

で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
広
兼
が
選
ん
だ
の
は
「
菅
家
文
卒
」
を
苦
写
し
奉

納
し
て
来
世
を
祈
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
北
野
社
俯
、
三
網
の
ー
つ
権
上

(27) 



注

5
 

4
 

3
 

2
 

ー

座
勝
退
を
通
じ
て
、
別
当
（
袂
殊
院
）
坊
官
た
る
政
所
留
守
役
た
る
円
真
（
「
政

所
補
任
次
第
」
で
は
四
代
目
と
し
て
名
が
見
え
る
36)

に
受
理
さ
れ
た
広
兼
害

写
本
は
、
他
の
「
菅
家
文
草
」
が
散
逸
す
る
中
、
北
野
社
で
護
ら
れ
、
こ
れ
を

害
写
し
た
諸
本
が
今
8
ま
で
伝
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
広
兼
が
祈
念

し
た
天
神
の
観
音
力
の
な
せ
る
わ
ざ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

日
本
古
典
文
学
大
系
「
菅
家
文
草
菅
家
後
集
j

解
題
に
よ
る
。
以

下
「
菅
家
文
草
菅
家
後
集
j

本
文
・
奥
書
は
本
書
に
よ
る
。

「
中
右
記
」
「
永
昌
記
」
は
増
補
史
料
大
成
本
に
よ
っ
た
。
ま
た

3
.

4
は
桃
裕
行
「
古
代
末
期
の
大
学
ー
文
章
生
暦
名
帳
の
検
討
ー
」

（
「
上
代
学
制
論
孜
』
思
文
閣
出
版
一
九
九
三
年
。
初
出
は

一
九
八
四
年
）
に
よ
っ
た
。

小
原
仁
「
文
人
貴
族
の
系
譜
」
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
七
年
）
第

六

I
-
。

「
朝
野
群
戴
」
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
っ
た
。
本
文
の
日
付

は
大
治
「
三
年
」
と
あ
る
が
、
校
合
本
の
「
二
年
」
を
と
っ
た
。

「
永
昌
記
」
天
仁
二
(
-
―
―
-
)
年
十
月
二
十
九
日
条
（
本
条
は

増
補
大
成
本
に
は
な
い
。
竹
居
明
男
編
「
天
神
信
仰
編
年
史
料
集
成

ー
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
前
期
ー
」
国
書
刊
行
会
二

0
0
三
年

に
よ
っ
た
）
「
此
次
向
外
記
局
、
奉
拝
北
野
神
筆
、
三
箇
日
精
進
潔

斎
、
正
笏
候
地
上
、
披
之
魂
悦
々
目
眩
、
転
感
涙
之
雨
、
遥
焼
寸

丹
、
此
次
又
伺
局
底
書
」
と
あ
る
。
後
白
河
院
は
こ
の
神
節
を
外
記

局
か
ら
借
り
て
返
却
せ
ず
、
崩
後
外
記
局
へ
蓮
花
王
院
宝
蔵
か
ら
返

12 11 10 

，
 

8
 

7
 

6
 

納
さ
れ
た
と
い
う
（
竹
居
明
男
「
蓮
花
王
院
の
宝
蔵
」
「
後
白
河
院

ー
動
乱
期
の
天
皇
ー
」
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
年
所
収
）
。

一
条
朝
を
画
期
と
す
る
実
例
を
は
じ
め
北
野
社
と
天
神
信
仰
に
つ
い

て
、
特
に
「
北
野
天
神
縁
起
」
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
竹
居
明
男

「
北
野
天
神
縁
起
を
よ
む
」
（
吉
川
弘
文
館
二

0
0
八
年
）
所
収
竹

居
「
北
野
天
神
縁
起
と
そ
の
時
代
」
「
北
野
天
神
縁
起
を
よ
む
ー
史

実
と
伝
承
_
」
が
問
題
点
の
洗
い
出
し
を
行
っ
て
お
り
、
研
究
の
到

達
点
を
知
ら
し
め
る
。
ま
た
同
本
所
収
三
橋
正
「
北
野
天
神
縁
起
と

神
仏
習
合
思
想
」
に
も
多
く
を
学
ん
だ
。

「
北
野
社
家
日
記
」
第
7
巻
ま
た
第
8
巻
の
北
野
祭
の
記
事
に
は
、

御
霊
会
に
あ
た
っ
た
社
僧
の
名
薄
が
記
さ
れ
る
。
な
お
北
野
祭
と
御

霊
会
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
一
条
朝
の
「
政
事
要
略
』
巻

二
十
二
に
「
八
月
四
日
北
野
天
神
会
事
御
霊
会
付
出
」
と
い
う
形

で
記
録
さ
れ
て
い
る
の
も
参
考
に
な
る
と
の
指
摘
が
注
6
竹
居
「
北

野
天
神
縁
起
と
そ
の
時
代
」
に
あ
る
。

下
坂
守
「
京
を
支
配
す
る
山
法
師
た
ち
ー
中
世
延
暦
寺
の
富
と
カ

ー
」
（
吉
川
弘
文
館
二

0
1
―
年
）
参
照
。

海
津
一
朗
「
神
風
と
悪
党
の
世
紀
ー
南
北
朝
時
代
を
読
み
直
す
ー
」

（
講
談
社
現
代
新
書
一
九
九
五
年
）
参
照
。

「
北
野
社
家
日
記
」
第
7
巻
二
四
一
・
ニ
頁
の
直
義
願
文
。

「
能
登
守
藤
原
基
頼
寄
進
状
案
」
「
歴
史
地
名
大
系
京
都
市
の
地

名
」
（
平
凡
社
）
「
北
野
天
満
宮
」
の
項
目
に
指
摘
が
あ
る
。

菅
野
「
「
北
野
天
神
縁
起
j

と
「
天
神
講
式
」
の
作
者
圏
ー
史
料
編

媒
所
蔵
「
天
神
講
式
」
奥
昔
に
み
る
虻
殊
院
と
天
神
信
仰
再
編
」

(28) 
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（
山
田
昭
全
編
「
中
世
文
学
の
展
開
と
仏
教
』
お
う
ふ
う

二
0
0
0
年
）
参
照
。

天
徳
四
（
九
百
六
十
）
年
「
北
野
天
満
自
在
天
神
宮
創
建
山
城
国
葛

野
群
上
林
郷
縁
起
」
（
注

5
竹
居
組
「
天
神
信
仰
絹
集
史
料
集
成
j

)

に
よ
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
は
本
殿
を
藤
原
師
輔
が
造
営
し
た
と
の
記

述
は
な
い
。

「
本
朝
文
粋
」
本
文
は
、
新

H
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
た
。
ま

た
本
項
は
注
3
小
原
背
と
後
掲
注
18
後
藤
昭
雄
論
文
に
大
き
く
依
っ

て
い
る
。

大
曽
根
章
介
「
風
月
考
|
菅
原
道
真
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
「
大
曾
根

章
介
日
本
漢
文
学
論
集
」
第
一
巻
汲
古
書
院
一
九
九
八
年
。

初
出
は
一
九
九

0
年）。

「
続
古
事
談
」
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
た
。

北
野
社
法
華
堂
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
創
「
北
野
宮
寺
法
花
堂
供
俯

の
設
骰
ー
法
螺
を
務
ぶ
北
野
天
神
の
た
め
に
ー
」
（
瀬
田
勝
哉
編

「
変
貌
す
る
北
野
天
満
宮
」
平
凡
社
二

0
一
五
年
所
収
）
参
照
。

後
藤
昭
雄
「
永
承
五
年
北
野
聖
廟
法
華
講
詩
」
「
北
野
作
文
会
」

（
「
平
安
朝
漢
文
文
献
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
一
九
九
三
年
）
。

佐
藤
道
生
「
本
朝
続
文
粋
」
と
白
詩
ー
白
詩
受
容
史
上
の
大
江
匡
房

|
」
（
「
平
安
後
期
日
本
漢
文
学
の
研
究
」
笠
間
書
院
二

0
0
1
――

年）。
勧
学
会
に
つ
い
て
は
桃
裕
行
「
勧
学
会
と
消
水
寺
長
講
会
」
（
「
上
代

学
制
の
研
究
」
（
思
文
閣
出
版
一
九
九
四
年
）
。
初
出
は
一
九
四
七

年。

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 

菅
野
「
空
間
か
ら
見
る
北
野
天
神
信
仰
の
特
徴
」
注
17
瀬
田
絹
書
所

収
参
照
。

朝
日
寺
に
つ
い
て
は
、
「
北
野
天
満
宮
史
料
古
記
録
」
に
朝
日
寺

の
結
構
が
法
性
寺
殿
•
藤
原
忠
通

(
1
0九
七
＼
―
-
六
四
）
に
よ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

上
島
享
「

H
本
中
枇
社
会
の
形
成
と
王
権
」
（
名
古
屋
大
学
出
版
会

二
0
1
0年
）
第
一
部
第
三
序
第
二
節
「
王
権
に
よ
る
支
配
秩
序

の
形
成
ー
新
た
な
神
仏
習
合
の
展
開
」
、
第
二
部
第
一
章
第
一
節

「
勝
賢
筆
「
護
持
僧
作
法
」
の
世
界
ー
密
教
僧
に
よ
る
世
界
観
」
参

照。ニ
ー
ル
ス
・
グ
ュ
ル
ベ
ル
ク
「
貞
慶
作
三
段
「
春
日
権
現
講
式
」
諸

本
系
統
に
於
け
る
陽
明
文
庫
本
の
位
置
」
（
「
梁
座
」
第
十
九
号

―
1
0
 0
一
年
十
二
月
）
参
照
。

「
菅
家
御
伝
記
」
本
文
は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。

注
6
竹
居
「
北
野
天
神
縁
起
と
そ
の
時
代
」
参
照
。

注
19
佐
藤
論
文
。

吉
原
浩
人
「
神
仏
習
合
息
想
上
の
大
江
匡
房
ー
「
江
都
督
納
言
願
文

集
」
「
本
朝
神
仙
伝
」
な
ど
に
見
る
本
地
の
探
求
と
顕
彰
ー
」
（
「
説

話
文
学
と
漢
文
学
和
漢
比
較
文
学
叢
書
第
十
四
巻
」
汲
古
宵
院

一
九
九
四
年
所
収
）
。

注
23
上
島
論
文
。

山
崎
誠
「
江
都
督
納
言
願
文
集
注
解
」
「
逸
文
断
片
集
成
」
の
内

（
塙
書
房
二

0
1
0
年）。

な
お
注

28
に
お
い
て
吉
原
は
こ
れ
を
菩
薩
の
略
字
と
は
み
て
い
な

(29) 
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現
存
す
る
「
菅
家
文
草
」
の
中
、
最
古
写
本
の
―
つ
で
あ
る
艇
應
義
塾

大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
蔵
本
は
奥
書
を
欠
き
本
論
に
活
か
せ
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
こ
の
貴
重
本
の
閲
覧
を
許
可
下
さ
っ
た
佐
々
木
孝
浩
文
庫
長

と
閲
覧
に
際
し
労
を
お
取
り
下
さ
っ
た
高
橋
悠
介
氏
に
感
謝
申
し
上
げ

る。 36 35 34 33 32 

、。
’
>
 

注
30
山
崎
書
876
頁
〔
舟
五
文
集
〕
北
野
祭
文
参
照
。

注
18
後
藤
「
永
承
五
年
北
野
聖
廟
法
華
講
読
」
参
照
。

「
野
心
」
の
具
体
と
し
て
は
、
注
20
桃
書
第
三
章
に
あ
る
「
文
章
生

外
国
に
よ
っ
て
諸
国
橡
に
任
じ
、
秩
満
の
後
文
章
生
散
位
労
に
よ
っ

て
京
官
に
任
ぜ
ん
」
と
す
る
過
程
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

注
3
小
原
書
の
為
康
・
蓮
禅
・
宗
友
に
つ
い
て
の
各
章
参
照
。
広
兼

を
考
え
る
際
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

竹
内
秀
雄
「
天
満
宮
J

(
吉
川
弘
文
館

一
九
六
八
年
）
所
収
。

(30) 


